
S
U

PPO
R

T
  i N

FO
R

M
ATIO

N
 

S
U

PP
O

R
T 

iN
FO

R
M

AT
IO

N
熊本地震支援お知らせ（9月１日版） Information

大
津
町
国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
、

熊
本
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
て
い
る
人
の
中
で
、
地
震
が
原
因
で
左

記
要
件
に
該
当
す
る
人
は
、
９
月
末
ま
で
は

医
療
機
関
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
な
ど
の

窓
口
で
そ
の
旨
を
申
告
す
る
こ
と
で
、
医
療

保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の
利
用
料

（
以
下「
医
療
費
な
ど
」）の
支
払
い
が
い
っ
た

ん
猶
予
さ
れ
、
左
記
要
件
に
該
当
す
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
次
第
免
除
さ
れ
ま
す
。

　
医
療
費
な
ど
が
免
除
さ
れ
る
人
で
、
地
震

以
降
に
支
払
っ
た
医
療
費
な
ど
が
あ
る
人

は
、還
付
し
ま
す
の
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
治
療
用
装
具
代
お
よ
び
整
骨
院

で
の
治
療
費
の
自
己
負
担
額
、
入
院
時
の
食

費
・
差
額
ベ
ッ
ド
代
、
そ
の
他
自
費（
文
書

料
な
ど
）、
介
護
施
設
入
所
時
の
食
費
・
居

住
費
に
つ
い
て
は
還
付
で
き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
左
記
要
件
に
該
当
す
る
人
が
10
月

以
降
も
医
療
費
な
ど
の
免
除
を
受
け
る
た
め

に
は
医
療
費
な
ど
が
免
除
さ
れ
る
証
明
書

（
有
効
期
限
：
平
成
29
年
２
月
末
）を
医
療
機

関
な
ど
の
窓
口
で
提
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
対
象
の
人
は
役
場
窓
口
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い（
た
だ
し
、
大
津
町
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
で
、
８
月
末
ま
で
に
町
か
ら
左
記

要
件
①
に
該
当
す
る
り
災
証
明
が
発
行
さ
れ

て
い
る
人
に
は
、
９
月
中
に
証
明
書
を
郵
送

し
ま
す
。
９
月
26
日（
月
）ま
で
に
届
か
な
い

場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

●
要
件

①
住
家
の
全
半
壊
、
全
半
焼
ま
た
は
、
こ
れ

　
に
準
ず
る
被
災
を
し
た
人

医療費などの還付 医療費などの免除証明書

申請期間 申請に
必要なもの

振込先
口座名義

申請に
必要なもの 役場窓口申請

大津町
国民健康保険

診療月の翌月
１日から２年間

・被保険者証

・領収証原本

・認め印　

・免除対象者であ
ることがわかる
もの（り災証明
書など）

・振込先の口座が
　わかるもの

世帯主
・被保険者証　

・認め印

・免除対象者であ
ることがわかる
もの（り災証明
書など）

●不要　８月末
　までに大津町
　から要件①に
　該当するり災
　証明書が発行
　されている人

●要　それ以外

大津町
介護保険

被保険者 要
熊本県

後期高齢

※社会保険に加入している人は、加入している社会保険にお問い合わせください

熊
本
地
震
に
よ
り
多
く
の
人
が
被
災
者

に
な
り
、
多
面
的
な
支
援
の
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
県
内
の
専
門
職
８
士
業（
弁

護
士
・
司
法
書
士
・
税
理
士
・
行
政
書
士
・

社
会
保
険
労
務
士
・
土
地
家
屋
調
査
士
・
不

動
産
鑑
定
士
・
公
認
会
計
士
）が
一
堂
に
会

し
、
熊
本
県
専
門
士
業
団
体
連
絡
協
議
会
主

催
で
相
談
会
を
２
日
間
の
日
程
で
開
催
し
ま

す
。

　

日
常
生
活
や
仕
事
、
家
庭
の
問
題
な
ど
、

あ
ら
ゆ
る
問
題
や
不
安
に
、「
熊
本
の
専
門

家
」が
無
料
で
相
談
に
お
答
え
し
ま
す
。

●
日
時

　
①
９
月
10
日（
土
）午
後
１
時
～
午
後
４
時

　
②
９
月
11
日（
日
）午
前
10
時
～
午
後
１
時

●
場
所（
同
日
開
催
）

・
大
津
町　
大
津
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー　

　
　
　
　
　
（
文
化
ホ
ー
ル　
中
会
議
室
）

・
南
阿
蘇
村　
南
阿
蘇
村
久
木
野
庁
舎

　
　
　
　
　
　
（
３
階
集
会
ホ
ー
ル
）

●
問
い
合
わ
せ

司
法
書
士
法
人
み
の
り
松
橋
事
務
所（
黒く
ろ
江え

）

　
☎
０
９
６
４（
２
７
）８
０
３
３

相談
◦問い合わせ　下記問い合わせ先にご連絡ください。

専門８士業による被災者支援・ワンストップ無料相談会

医療
費

医療費の一部負担還付について

②
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
、
ま
た
は
重

　
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
人

③
主
た
る
生
計
維
持
者
の
行
方
が
不
明
で
あ
る
人

④
主
た
る
生
計
維
持
者
が
業
務
を
廃
止
、
ま

　
た
は
休
止
し
た
人

⑤
主
た
る
生
計
維
持
者
が
失
職
し
、
現
在
収

　
入
が
な
い
人

災害
情報

り災
解体

熊
本
地
震
で
損
壊
し
た
廃
棄
物
を
受
け
入
れ
て

い
ま
す
。�

　
現
在
は
、
国
道
３
２
５
号
線
西
側
の
永
井
運
送
南

北
の
敷
地
を
借
り
て
、
仮
置
き
場
と
し
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
ま
で
の
矢
護
川
仮
置
き
場
や
杉
水
仮
置
き
場
を

今
後
再
び
利
用
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
受

付
で
は「
り
災
証
明
書
」な
ど
に
よ
り
確
認
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
９
月
20
日（
火
）か
ら
確
認
方
法
を
町
発

行
の
搬
入
許
可
証
に
変
更
す
る
予
定
で
す
。
事
前
に

町
環
境
保
全
課
に
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
※
変
更
に
つ
い
て
は
、
仮
置
き
場
の
状
況
を
見
て

臨
機
応
変
に
対
応
す
る
た
め
、
防
災
無
線
や
か

ら
い
も
く
ん
メ
ー
ル
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
受
け
入
れ
時
間　
月
曜
日
～
土
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

災害情報をインターネットラジオで発信します
◦問い合わせ　役場総務課　地域安全係　☎ 096（293）3111

◦問い合わせ　役場環境保全課　環境保全係　☎ 096（293）3113

り災解体・災害廃棄物仮置き場について

大
津
町
、
熊
本
市
、
益
城
町
、
㈱
熊
本

シ
テ
ィ
エ
フ
エ
ム
は「
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
ラ
ジ
オ
を
活
用
し
た
災
害
情
報
発
信

に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し
ま
し
た
。

　
災
害
が
発
生
し
た
時
に
、
㈱
熊
本
シ
テ
ィ

エ
フ
エ
ム
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ラ
ジ
オ
放
送

を
活
用
し
て
災
害
情
報
を
発
信
し
ま
す
。
ラ

ジ
オ
の
電
波
が
届
か
な
い
場
合
で
も
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
が
つ
な
が
る
パ
ソ
コ
ン
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
が
あ
れ
ば
災
害
情
報
を

聴
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
災
害
時
の
情
報
発
信
の
手
段
と
し
て
の
多

様
化
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
災
害
時
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
放
送
開
始　
９
月
15
日（
木
）

　
※
た
だ
し
、
災
害
な
ど
が
発
生
し
な
い
場

　
　
合
は
通
常
放
送

●
緊
急
放
送
内
容

　
聴
取
可
能
エ
リ
ア

　
・
電
波
放
送（
通
常
の
ラ
ジ
オ
放
送
）

　
　
周
波
数
Ｆ
Ｍ
７
９
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ

　
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
放
送（
全
国
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
可
能
地
域
）

　
　
Ｊ
Ｃ
Ｂ
Ａ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
マ
ル

　
　
ラ
ジ
オ

　

●
受
け
入
れ
時
に
必
要
な
も
の（
９
月
17
日（
土
）ま
で
）

　
大
津
町
発
行
の　
・
り
災
証
明
書
・
被
災
証
明
書

　
　
　
　
　
　
　
　
・
り
災
証
明
の
交
付
通
知

　
　
　
　
　
　
　
　
・
り
災
証
明
２
次（
３
次
）調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
付
済
み
証

　
　
　
　
　
　
　
　
・
２
次
調
査
済
み
証

　
の
い
ず
れ
か
が
必
要（
コ
ピ
ー
可
）で
す
。　

●
受
け
入
れ
る
廃
棄
物
の
例

　
・
焼
き
瓦　
・
セ
メ
ン
ト
瓦　

　
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
類

　
・
解
体
木（
柱
・
梁
な
ど
）　
・
木
製
棚
類

　
・
内
装
ボ
ー
ド
類　
・
外
装
ボ
ー
ド
類　
　
な
ど

●
受
け
入
れ
で
き
な
い
廃
棄
物
の
例

　
・
通
常
の
ご
み
収
集
日
に
出
せ
る
も
の（
瓦
、
ブ

　
　
ロ
ッ
ク
、
木
製
棚
類
な
ど
仮
置
場
で
受
け
入
れ

　
　
で
き
る
物
を
除
く
）

　
・
布
団
・
じ
ゅ
う
た
ん
・
ビ
ニ
ル
シ
ー
ト
な
ど

※
分
別
し
た
う
え
で
持
ち
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
ボ
ー
ド
類
は
ア
ス
ベ
ス
ト
飛
散
の
恐
れ
が
あ
り
ま
す

　
の
で
、
割
ら
な
い
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
く
だ
さ
い
。

至菊池

至空港

至
熊
本
市

至
阿
蘇

文

イオン

肥後大津駅

仮置き場

大津警察署

至
合
志
市

大
劇
大
津
店

ロ
ー
ソ
ン

コ
ス
モ
ス 文

文

室小

翔陽高養護学校

文
保育園

●
公
費
解
体
に
つ
い
て

　
８
月
下
旬
に
解
体
に
着
手
し
、
今
月
か
ら

本
格
的
に
解
体
を
す
す
め
ま
す
。
町
に
申
請

さ
れ
て
い
る
人
に
つ
い
て
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト

の
事
前
調
査
後
、
解
体
を
行
い
ま
す
。
１
軒

あ
た
り
１
週
間
～
10
日
程
度
、
同
時
に
約
15

軒
解
体
の
見
込
み
で
す
。

　
出
来
る
限
り
早
急
な
解
体
を
す
す
め
て
ま

い
り
ま
す
の
で
、よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
屋
内
の
生
活
用
品
に
つ
い
て
は
、

事
前
に
移
動
、処
分
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

受け入れ場所※状況により場所が変更になる場合があります

大津町役場

◦問い合わせ　役場健康保険課　国保・医療係　☎ 096（293）3114
役場福祉課　介護保険係　☎ 096（293）3510
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